
議案３－１ 

第３号議案 

 

坂本繁二郎生家条例の一部を改正する条例に係る意見の申出

について 

 

上記の議案を提出する。 

平成２８年２月２２日 

教育長  堤  正則 

 

提案理由 

坂本繁二郎生家条例の一部を改正する条例について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規

定に基づき、市長から意見を求められたものである。 



議案３－２ 

坂本繁二郎生家条例の一部を改正する条例に係る意見の申出に

ついて 

 

坂本繁二郎生家条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり市

議会に提出することに同意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案３－３ 

 

第  号議案 

 

坂本繁二郎生家条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

平成２８年  月   日  

久留米市長 楢  原  利  則 

 

提案理由 

 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の一部改正に伴い、条文中の

用語の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものである。 



議案３－４ 

坂本繁二郎生家条例の一部を改正する条例 

 

坂本繁二郎生家条例（平成２２年久留米市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１中備考３を備考５とし、備考２を備考４とし、備考１の次に

次のように加える。 

２ 「小中学生」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれ

らに準ずる者をいう。 

３ 小学校就学の始期に達していない者の入場料は、無料とする。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  

 



坂本繁二郎生家条例（平成２２年条例第１３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第１（第６条関係） 別表第１（第６条関係） 

（平２６条例１９・一部改正） （平２６条例１９・一部改正） 

入場料 入場料 

備考 備考 

１ 「一般」とは、小中学生以外の者で、15歳以上のものをいう。 １ 「一般」とは、小中学生以外の者で、15歳以上のものをいう。 

２ パスポート券は、購入の日から起算して1年間有効とし、回数に

制限なく入場することができる。 
２ 「小中学生」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれ

らに準ずる者をいう。 

３ 入場料には、消費税等額を含む。 ３ 小学校就学の始期に達していない者の入場料は、無料とする。 

 ４ パスポート券は、購入の日から起算して1年間有効とし、回数に

制限なく入場することができる。 

 ５ 入場料には、消費税等額を含む。 

 

議
案
３
－
資
料
１

 



 

議案４－１ 

第４号議案 

 

久留米市三潴Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例

に係る意見の申出について 

 

上記の議案を提出する。 

平成２８年２月２２日 

教育長  堤  正則 

 

提案理由 

久留米市三潴Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例につい

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第２９条の規定に基づき、市長から意見を求められたものである。 



 

議案４－２ 

久留米市三潴Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例に係

る意見の申出について 

 

久留米市三潴Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例につい

て、別紙のとおり市議会に提出することに同意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案４－３ 

 

第  号議案 

 

久留米市三潴Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

平成２８年  月   日  

久留米市長 楢  原  利  則 

 

提案理由 

 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の一部改正に伴い、条文中の

用語の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものである。 



 

議案４－４ 

久留米市三潴Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例 

 

久留米市三潴Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成１６年久留米市条例第１

１７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１備考１中「及び」の次に「これに準ずる者並びに」を加える。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  

 



1/1 

久留米市三潴Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成１６年条例第１１７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係） 

（平２６条例３６・一部改正） （平２６条例３６・一部改正） 

プール利用料金 プール利用料金 

備考 備考 

１ 小学生以下とは、小学校に在学している者及び小学校就学の始

期に達していない者をいう。 
１ 小学生以下とは、小学校に在学している者及びこれに準ずる者

並びに小学校就学の始期に達していない者をいう。 

２ 一般とは、小学生以下の者以外の者をいう。 ２ 一般とは、小学生以下の者以外の者をいう。 

３ 親と幼児とは、父母その他の保護者と小学校就学の始期に達し

ていない者との組み合わせをいい、各１人ずつで１組とする。 
３ 親と幼児とは、父母その他の保護者と小学校就学の始期に達し

ていない者との組み合わせをいい、各１人ずつで１組とする。 

４ １つの時間帯を超えてプールを使用する場合は、それぞれの時

間区分に係る利用料金を合算した額をその利用料金とする。 
４ １つの時間帯を超えてプールを使用する場合は、それぞれの時

間区分に係る利用料金を合算した額をその利用料金とする。 

５ 使用時間が１つの時間帯に満たない場合であっても、当該時間

帯に定める額を利用料金とする。 
５ 使用時間が１つの時間帯に満たない場合であっても、当該時間

帯に定める額を利用料金とする。 

６ 上記の金額は、消費税等額を含む。 ６ 上記の金額は、消費税等額を含む。 
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議案５－１ 

第５号議案 

久留米市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２８年２月２２日 

教育長  堤 正則 

 

提案理由 

久留米市スポーツ推進委員の辞任のため、その後任委員を委嘱しようとするも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案５－２ 

久留米市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

 

スポーツ基本法第３２条第１項の規定により、下記の者を久留米市スポーツ

推進委員に委嘱する。 

 

 

記 

 

校  区 氏  名  任  期 

青峰校区 河野 英樹 
平成 28 年 3 月 1 日～ 

平成 28 年 3 月 31 日 

 

 



 

議案５－資料１ 

久留米市スポーツ推進委員新旧対照表 
 

旧  名  簿 新  名  簿 

校区 氏  名 校区 氏  名 

西国分 宮田
み や た

 伸一
しんいち

 西国分 宮田
み や た

 伸一
しんいち

 

西国分 江藤
え と う

 洋子
よ う こ

 西国分 江藤
え と う

 洋子
よ う こ

 

西国分 福田
ふ く だ

 浩人
ひ ろ と

 西国分 福田
ふ く だ

 浩人
ひ ろ と

 

西国分 松本
まつもと

 征子
せ い こ

 西国分 松本
まつもと

 征子
せ い こ

 

荘島 亀川
かめがわ

 範子
の り こ

 荘島 亀川
かめがわ

 範子
の り こ

 

荘島 本村
もとむら

 和也
か ず や

 荘島 本村
もとむら

 和也
か ず や

 

日吉 内田
う ち だ

 美和子
み わ こ

 日吉 内田
う ち だ

 美和子
み わ こ

 

日吉 ――――――― 日吉 ――――――― 

篠山 田中
た な か

 紀
き

美代
み よ

 篠山 田中
た な か

 紀
き

美代
み よ

 

篠山 松石
まついし

 清
きよ

亮
あき

 篠山 松石
まついし

 清
きよ

亮
あき

 

京町 松本
まつもと

 純一
じゅんいち

 京町 松本
まつもと

 純一
じゅんいち

 

京町 坂井
さ か い

 ふぢ子 京町 坂井
さ か い

 ふぢ子 

南薫 高倉
たかくら

 康
こう

次郎
じ ろ う

 南薫 高倉
たかくら

 康
こう

次郎
じ ろ う

 

南薫 橋口
はしぐち

 康子
や す こ

 南薫 橋口
はしぐち

 康子
や す こ

 

南薫 河野
か わ の

 文
ふみ

紀
のり

 南薫 河野
か わ の

 文
ふみ

紀
のり

 

鳥飼 浅野
あ さ の

 四十勝
よ そ か つ

 鳥飼 浅野
あ さ の

 四十勝
よ そ か つ

 

鳥飼 中山
なかやま

 良彦
よしひこ

 鳥飼 中山
なかやま

 良彦
よしひこ

 

鳥飼 小川
お が わ

 初代
は つ よ

 鳥飼 小川
お が わ

 初代
は つ よ

 

長門石 黒川
くろかわ

 昭
あき

徳
のり

 長門石 黒川
くろかわ

 昭
あき

徳
のり

 

長門石 吉田
よ し だ

 紀子
の り こ

 長門石 吉田
よ し だ

 紀子
の り こ

 

小森野 武谷
たけのや

 明美
あ け み

 小森野 武谷
たけのや

 明美
あ け み

 

小森野 笠
かさ

 美幸
み ゆ き

 小森野 笠
かさ

 美幸
み ゆ き

 

金丸 高松
たかまつ

 信子
の ぶ こ

 金丸 高松
たかまつ

 信子
の ぶ こ

 



 

議案５－資料２ 

旧  名  簿 新  名  簿 

校区 氏  名 校区 氏  名 

金丸 冨安
とみやす

 多恵子
た え こ

 金丸 冨安
とみやす

 多恵子
た え こ

 

金丸 吉川
よしかわ

 栄樹
ひ で き

 金丸 吉川
よしかわ

 栄樹
ひ で き

 

金丸 森山
もりやま

 英司
え い じ

 金丸 森山
もりやま

 英司
え い じ

 

東国分 上赤
かみあか

 俊
とし

昭
あき

 東国分 上赤
かみあか

 俊
とし

昭
あき

 

東国分 末次
すえつぐ

 幸代
さ ち よ

 東国分 末次
すえつぐ

 幸代
さ ち よ

 

東国分 井手
い で

 光宏
みつひろ

 東国分 井手
い で

 光宏
みつひろ

 

東国分 田中
た な か

 真二
し ん じ

 東国分 田中
た な か

 真二
し ん じ

 

南 今村
いまむら

  浅茅
あ さ じ

 南 今村
いまむら

  浅茅
あ さ じ

 

南 村坂
むらさか

 康信
やすのぶ

 南 村坂
むらさか

 康信
やすのぶ

 

南 矢島
や じ ま

 俊夫
と し お

 南 矢島
や じ ま

 俊夫
と し お

 

南 泉
いずみ

 明子
あ き こ

 南 泉
いずみ

 明子
あ き こ

 

山川 豊福
とよふく

 哲治
て つ じ

 山川 豊福
とよふく

 哲治
て つ じ

 

山川 主計
か ず え

 由紀子
ゆ き こ

 山川 主計
か ず え

 由紀子
ゆ き こ

 

御井 石橋
いしばし

 良子
よ し こ

 御井 石橋
いしばし

 良子
よ し こ

 

御井 江藤
え と う

 和代
か ず よ

 御井 江藤
え と う

 和代
か ず よ

 

御井 末次
すえつぐ

 義光
よしみつ

 御井 末次
すえつぐ

 義光
よしみつ

 

合川 田中
た な か

 千浪
ち な み

 合川 田中
た な か

 千浪
ち な み

 

合川 岡
おか

 和子
か ず こ

 合川 岡
おか

 和子
か ず こ

 

合川 芝原
しばはら

 大介
だいすけ

 合川 芝原
しばはら

 大介
だいすけ

 

合川 吉岡
よしおか

 哲也
て つ や

 合川 吉岡
よしおか

 哲也
て つ や

 

上津 今川
いまがわ

 清
きよし

 上津 今川
いまがわ

 清
きよし

 

上津 中尾
な か お

 忠
ただ

市
いち

 上津 中尾
な か お

 忠
ただ

市
いち

 

上津 村山
むらやま

 一也
か ず や

 上津 村山
むらやま

 一也
か ず や

 

上津 乙丸
おとまる

 伸
のぶ

雄
お

 上津 乙丸
おとまる

 伸
のぶ

雄
お

 



 

議案５－資料３ 

旧  名  簿 新  名  簿 

校区 氏  名 校区 氏  名 

高良内 案
あん

納
のう

 豊
とよ

実
み

 高良内 案
あん

納
のう

 豊
とよ

実
み

 

高良内 梅野
う め の

 忠光
ただみつ

 高良内 梅野
う め の

 忠光
ただみつ

 

高良内 堀川
ほりかわ

 成子
し げ こ

 高良内 堀川
ほりかわ

 成子
し げ こ

 

宮ノ陣 陣内
じんのうち

 博
ひろし

 宮ノ陣 陣内
じんのうち

 博
ひろし

 

宮ノ陣 山口
やまぐち

 高洋
たかひろ

 宮ノ陣 山口
やまぐち

 高洋
たかひろ

 

宮ノ陣 吉川
よしかわ

 亜起子
あ き こ

 宮ノ陣 吉川
よしかわ

 亜起子
あ き こ

 

山本 井上
いのうえ

 隆一
りゅういち

 山本 井上
いのうえ

 隆一
りゅういち

 

山本 小屋松
こ や ま つ

 幸子
ゆ き こ

 山本 小屋松
こ や ま つ

 幸子
ゆ き こ

 

草野 山口
やまぐち

 哲
てつ

哉
や

 草野 山口
やまぐち

 哲
てつ

哉
や

 

草野 花崎
はなざき

 みどり 草野 花崎
はなざき

 みどり 

荒木 谷
たに

 計壱子
け い こ

 荒木 谷
たに

 計壱子
け い こ

 

荒木 池田
い け だ

 千年
ち と し

 荒木 池田
い け だ

 千年
ち と し

 

荒木 一木
い ち き

 美香
み か

 荒木 一木
い ち き

 美香
み か

 

荒木 緒方
お が た

 勉
つとむ

 荒木 緒方
お が た

 勉
つとむ

 

大善寺 川原
かわはら

 誠治
せ い じ

 大善寺 川原
かわはら

 誠治
せ い じ

 

大善寺 椿原
つばきはら

 武
たけし

 大善寺 椿原
つばきはら

 武
たけし

 

安武 亀山
かめやま

 保典
やすのり

 安武 亀山
かめやま

 保典
やすのり

 

安武 ――――――― 安武 ――――――― 

善導寺 田中
た な か

 喬子
きょうこ

 善導寺 田中
た な か

 喬子
きょうこ

 

善導寺 金子
か ね こ

 政
まさ

隆
たか

 善導寺 金子
か ね こ

 政
まさ

隆
たか

 

大橋 草場
く さ ば

 由美
ゆ み

 大橋 草場
く さ ば

 由美
ゆ み

 

大橋 秋永
あきなが

 芳
よし

松
まつ

 大橋 秋永
あきなが

 芳
よし

松
まつ

 

青峰 得丸
とくまる

 繕嗣
よしつぐ

 青峰 得丸
とくまる

 繕嗣
よしつぐ

 

青峰 河野
か わ の

 裕里
ゆ り

 青峰 ＊ 河野
か わ の

 英樹
ひ で き

 



 

議案５－資料４ 

旧  名  簿 新  名  簿 

校区 氏  名 校区 氏  名 

津福 上野
う え の

 慶三
けいぞう

 津福 上野
う え の

 慶三
けいぞう

 

津福 田中
た な か

 秀和
ひでかず

 津福 田中
た な か

 秀和
ひでかず

 

津福 津留
つ る

﨑
さき

 みゆき 津福 津留
つ る

﨑
さき

 みゆき 

津福 稲
いな

益
ます

 久之
ひさゆき

 津福 稲
いな

益
ます

 久之
ひさゆき

 

田主丸 岡
おか

 義
よし

國
くに

 田主丸 岡
おか

 義
よし

國
くに

 

田主丸 久保田
く ぼ た

 直子
な お こ

 田主丸 久保田
く ぼ た

 直子
な お こ

 

水縄 大熊
おおくま

 友啓
ともひろ

 水縄 大熊
おおくま

 友啓
ともひろ

 

水縄 南薗
みなみぞの

 浩一
こういち

 水縄 南薗
みなみぞの

 浩一
こういち

 

川会 古賀
こ が

 三男
み つ お

 川会 古賀
こ が

 三男
み つ お

 

川会 石井
い し い

 誠
まこと

 川会 石井
い し い

 誠
まこと

 

船越 大熊
おおくま

 義徳
よしのり

 船越 大熊
おおくま

 義徳
よしのり

 

船越 田中
た な か

 秀一
ひでいち

 船越 田中
た な か

 秀一
ひでいち

 

水分 光
みつ

行
ゆき

 康
やす

秀
ひで

 水分 光
みつ

行
ゆき

 康
やす

秀
ひで

 

水分 小西
こ に し

 裕也
ひ ろ え

 水分 小西
こ に し

 裕也
ひ ろ え

 

竹野 福留
ふくどめ

 良文
よしふみ

 竹野 福留
ふくどめ

 良文
よしふみ

 

竹野 右田
み ぎ た

 英
ひで

訓
のり

 竹野 右田
み ぎ た

 英
ひで

訓
のり

 

柴刈 髙山
たかやま

 孝
たか

俊
とし

 柴刈 髙山
たかやま

 孝
たか

俊
とし

 

柴刈 牟田
む た

 幸
ゆき

宏
ひろ

 柴刈 牟田
む た

 幸
ゆき

宏
ひろ

 

弓削 黒岩
くろいわ

 晴夫
は る お

 弓削 黒岩
くろいわ

 晴夫
は る お

 

弓削 轟
とどろき

 俊治
としはる

 弓削 轟
とどろき

 俊治
としはる

 

大城 黒木
く ろ き

 和敏
かずとし

 大城 黒木
く ろ き

 和敏
かずとし

 

大城 小柳
こやなぎ

 浅香
あ さ か

 大城 小柳
こやなぎ

 浅香
あ さ か

 

北野 古賀
こ が

 喜
き

美子
み こ

 北野 古賀
こ が

 喜
き

美子
み こ

 

北野 森川
もりかわ

 誠
まこと

 北野 森川
もりかわ

 誠
まこと

 



 

議案５－資料５ 

旧  名  簿 新  名  簿 

校区 氏  名 校区 氏  名 

金島 馬場
ば ば

 量経
かずのり

 金島 馬場
ば ば

 量経
かずのり

 

金島 原
はら

 整
ひとし

 金島 原
はら

 整
ひとし

 

浮島 江島
え し ま

 利
とし

孝
たか

 浮島 江島
え し ま

 利
とし

孝
たか

 

浮島 渡邊
わたなべ

 利
と

茂
も

枝
え

 浮島 渡邊
わたなべ

 利
と

茂
も

枝
え

 

下田 寺崎
てらさき

 秀男
ひ で お

 下田 寺崎
てらさき

 秀男
ひ で お

 

下田 大津
お お つ

 美弥
み や

 下田 大津
お お つ

 美弥
み や

 

城島 小園
こ ぞ の

 千秋
ち あ き

 城島 小園
こ ぞ の

 千秋
ち あ き

 

城島 中島
なかしま

 辰
たつ

昭
あき

 城島 中島
なかしま

 辰
たつ

昭
あき

 

江上 塩塚
しおつか

 忠臣
ただおみ

 江上 塩塚
しおつか

 忠臣
ただおみ

 

江上 過
か

能
のう

 香織
か お り

 江上 過
か

能
のう

 香織
か お り

 

青木 野口
の ぐ ち

 寿
ひさ

穂
お

 青木 野口
の ぐ ち

 寿
ひさ

穂
お

 

青木 富田
と み た

 正孝
まさたか

 青木 富田
と み た

 正孝
まさたか

 

犬塚 樋
ひ

掛
がけ

 保
たもつ

 犬塚 樋
ひ

掛
がけ

 保
たもつ

 

犬塚 堤
つつみ

 信也
し ん や

 犬塚 堤
つつみ

 信也
し ん や

 

三潴 田川
た が わ

 隆博
たかひろ

 三潴 田川
た が わ

 隆博
たかひろ

 

三潴 田原
た は ら

 直
すなお

 三潴 田原
た は ら

 直
すなお

 

西牟田 喜田
き だ

 すみ子
す み こ

 西牟田 喜田
き だ

 すみ子
す み こ

 

西牟田 山下
やました

  和代
か ず よ

 西牟田 山下
やました

  和代
か ず よ

 

＊は、新任委員 

 



議案５－資料６ 

○スポーツ基本法 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
（スポーツ推進委員） 
第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町

村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに

関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有

する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

２ スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則

（特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところにより、スポーツ

の推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その

他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。 

３ スポーツ推進委員は、非常勤とする。 

 
 
○久留米市スポーツ推進委員に関する規則 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
（職務） 
第２条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの振興に関し、その分担する地域及び事項に

ついて次の職務を行う。 
（１）市民一般に対しスポーツについての理解を深め、その振興のための指導助言を行うこ

と。 
（２）市民のスポーツ活動の促進のための育成を図ること。 
（３）学校、公民館等の教育機関、その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に対し協

力すること。 
（４）スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に対し、求めに応じ

協力すること。 
（５）スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。 

 ２ 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域の指定その他職務に関し必要な事

項は教育長が定める。 
（定数） 
第３条 スポーツ推進委員の定数は、１１３人以内とする。 
（任期） 
第４条 スポーツ推進委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残 

任期間とする。 
２ スポーツ推進委員は、再任されることができる。 

 



議案６－１ 

第６号議案 

平成２７年度教育費３月補正予算に係る意見の申出について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２８年２月２２日 

教育長  堤 正則 

 

提案理由 

 平成２７年度教育費３月補正予算について、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、市長から

意見を求められたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案６－２ 

平成２７年度教育費３月補正予算に係る意見の申出について 

 

 平成２７年度教育費３月補正予算について、別紙のとおり市議会に提出する

ことに同意する。 

 

 



第１表　歳入歳出予算補正（抜粋）
歳入

款 項 補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

5,527,504 315,202 5,842,706

２　基金繰入金 5,511,488 263,892 5,775,380

歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

20,161,342 586,557 20,747,899

１　教育総務費 1,638,046 △ 15,453 1,622,593

６　社会教育費 10,447,568 11,010 10,458,578

７　保健体育費 1,021,026 591,000 1,612,026

１０　教育費

１９　繰入金

※　上記のうち、100千円が特別奨学金基金繰入金の補正額

※　上記は、事業費のほか、人件費の補正を含む

議案６－３



第２表　繰越明許費補正（抜粋）

（追加）

款 項 事業名 金額

千円

２　小学校費 小学校施設長寿命化事業にかかる委託料及び工事費 210,533

３　中学校費 中学校施設長寿命化事業にかかる委託料及び工事費 157,470

７　保健体育費 総合武道館整備事業にかかる負担金 591,000

１０　教育費

議案６－４



第３表　債務負担行為補正（抜粋）

（変更）

補正前 補正後

限度額 限度額

千円

県 施 行 社 会 体 育 施 設
整 備 事 業 地 元 負 担 金

2,563,986 2,166,259

事項

議案６－５



第４表　地方債補正（抜粋）

（変更）

補正前 補正後

限度額 限度額

千円

　　　義務教育施設整備事業 787,400 843,200

　　　特別支援学校施設整備事業 24,600 25,900

　　　保健体育施設整備事業 131,800 427,300

起債の目的

議案６－６



　　　平成２７年度　　３月補正予算資料 教育部　　№1

要　求　事　項 予算要求額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

要　　　　　求　　　　　内　　　　　容

国県支出金 地 方 債 そ の 他
（元気交付金）

一般財源

小学校校舎 210,533 52,701 157,500 332 ◎小学校校舎便所の改修工事（5校分） 210,533千円
便所改修事業 平成27年度当初予算に計上していた一部の事業に対し、国の補正予算で措置

された交付金や地方債を活用するため、繰越明許を設定するもの。

・ 長門石小校舎便所改修 千円
・ 南小校舎便所改修 千円
・ 合川小校舎便所改修 千円
・ 安武小校舎便所改修 千円
・ 青峰小校舎便所改修 千円

中学校校舎 157,470 44,130 112,800 540 ◎中学校校舎便所の改修工事（４校分） 157,470千円
便所改修事業 平成27年度当初予算に計上していた一部の事業に対し、国の補正予算で措置

された交付金や地方債を活用するため、繰越明許を設定するもの。

・ 城南中校舎便所改修 千円
・ 良山中校舎便所改修 千円
・ 荒木中校舎便所改修 千円
・ 青峰中校舎便所改修 千円

千円

39,415

41,402
55,164
42,358
32,194

37,131
35,474
40,668
44,177

繰越明許費設定

繰越明許費設定
国 第1次補正対応

【学校施設環境改善交付金】
（文部科学省所管）

国 第1次補正対応

【学校施設環境改善交付金】
（文部科学省所管）

議案６－資料１



　　　平成２７年度　　３月補正予算資料 市民文化部　　№1

要　求　事　項 予算要求額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

要　　　　　求　　　　　内　　　　　容

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

千円 千円 千円 千円 千円

総合武道館整備事業 591,000 295,500 295,500 0 ◎総合武道館整備事業 591,000千円

○県施行社会体育施設整備事業地元負担金 591,000千円

【債務負担行為】
○県施行社会体育施設整備事業地元負担金

　国の補正予算を活用し、H28年度事業の一部をH27年度３月補正に
前倒しするもの。予算の執行はH28年度になるため、繰越明許費も設
定する。

　国補正予算を活用しH28年度予算を前倒しすることに伴い、H28年度
以降の負担額が変更となるため。

※　歳出の増額補正額591,000千円と一致しないのは、県発注の事業
費が物価や労務単価の上昇等により全体事業費が増加しているため。

【補正債】
【社交金】

【債務負担行為】（変更）

H27当初：  2,563,986千円
　補正額： △397,727千円
　　計　　：  2,166,259千円

【繰越明許費】（追加）
・負担金　591,000千円

議案６－資料２



議案７－１ 

第７号議案 

平成２８年度教育費予算に係る意見の申出について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２８年２月２２日 

教育長  堤 正則 

 

提案理由 

 平成２８年度教育費予算について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、市長から意見を求

められたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案７－２ 

平成２８年度教育費予算に係る意見の申出について 

 

 

 平成２８年度教育費予算について、別紙のとおり市議会に提出することに同

意する。 

 

 



第１表　歳入歳出予算（抜粋）

歳出

款 項 金額

千円

16,107,071

１　教育総務費 1,859,816

２　小学校費 4,821,810

３　中学校費 2,004,909

４　特別支援学校費 273,775

５　高等学校費 1,513,134

６　社会教育費 3,696,051

７　保健体育費 1,937,576

１０　教育費

議案７－３



第２表　継続費（抜粋）

款 項 事業名 総額 年度 年割額

千円 千円

平成２８年度 715,277

平成２９年度 985,186

平成３０年度 760,877

１０　教育費 ２　小学校費
篠 山 小 学 校
校 舎 改 築 事 業

2,461,340

議案７－４



第３表　繰越明許費（抜粋）

款 項 事業名 金額

千円

１０　教育費 ２　小学校費 日吉小学校校舎改築事業にかかる工事費 48,200

議案７－５



第４表　債務負担行為（抜粋）

事項 期間 限度額

千円

学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 環 境 維 持 管 理 業 務 委 託 料 平 成 ２ ８ 年 度 か ら 平 成 ３ ３ 年 度 ま で 460,420

小 学 校 給 食 調 理 委 託 料 平 成 ２ ９ 年 度 か ら 平 成 ３ ３ 年 度 ま で 704,425

小 学 校 給 食 生 ご み 処 理 機 リ ー ス 料 平 成 ２ ８ 年 度 か ら 平 成 ３ ３ 年 度 ま で 27,315

看 護 師 派 遣 委 託 料 平 成 ２ ９ 年 度 22,431

体 育 施 設 指 定 管 理 料 平 成 ２ ９ 年 度 か ら 平 成 ３ ３ 年 度 ま で 168,525

体 育 施 設 指 定 管 理 料
（ 田 主 丸 地 域 ）

平 成 ２ ９ 年 度 か ら 平 成 ３ ３ 年 度 ま で 122,985

体 育 施 設 指 定 管 理 料
（ 北 野 地 域 ）

平 成 ２ ９ 年 度 か ら 平 成 ３ ３ 年 度 ま で 68,050

議案７－６



第５表　地方債（抜粋）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 ％

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 1,932,200

特 別 支 援 学 校 施 設 整 備 事 業 50,400

高 等 学 校 施 設 整 備 事 業 110,800

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 92,400

保 健 体 育 施 設 整 備 事 業 636,600

普通貸借又は証券発行 ４．０以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て、利率の見直しを
行った後においては、
当該見直し後の利率）

　政府資金についてはその融
資条件により、銀行その他の
場合にはその債権者と協定す
る事項による。
　ただし、市財政の都合によ
り据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換え
することができる。

議案７－７



教育部 

議案７－資料１ 

平平成成２２８８年年度度  教教育育部部予予算算基基本本方方針針  

 

 

 

【基本姿勢】 

 

平成28年度は、「教育に関する大綱」に掲げられた本市の教育理念と基本目

標を踏まえ、現在策定中の第３期教育改革プランにおいて、様々な教育施策を

推進します。 

まずは、第１期・第２期プランの計画期間中において達成できなかった学力

等の重点課題への対応に向けて、これまでの改革プランの取組を基盤としつつ、

さらに発展させる形で施策を推進します。加えて、急速なグローバル化の進展

により、異文化理解や異文化コミュニケーションが重要になることを踏まえ、

外国語教育の充実を図り、子どもたちが国際社会の中で生き抜くために必要な

資質や能力を育成します。 

次に、安心して学べる学級づくりや楽しい学校生活が送れるように、不登校

やいじめ問題への対策を行います。 

さらに、児童生徒一人ひとりを大切にする視点から、人権意識の確立や特別

支援教育の充実に取り組み、併せて、学校・家庭・地域との連携強化を図るた

め、久留米版小・中学校コミュニティ・スクールの取組を推進します。 

また、学校施設の整備・充実につきましては、引き続き、安全かつ快適な学

校施設整備を目指し、国庫補助等を活用しながら、施設の長寿命化や老朽化し

た校舎等の改築を実施します。 

加えて、子どもたちにより良い教育環境を構築するための学校小規模化対応

を関連部局と連携を図りながら推進します。 

その他にも、学校給食の充実など、広く市民の理解と協力を得ながら、より

効率的かつ効果的な教育行政施策の推進に努めます。 

 

 

 

 

【重点取組】 

 

１．第３期教育改革プランに基づく教育施策の実施 

 平成28年度は、取組効果の持続と課題の改善を基本方針として、現在策定中の

第３期プランにおいて、次の３点から重点化し事業を推進します。 

 

重点１  

わかる授業【学力の保障と向上】 

  ～ 授業がわかる、学ぶ楽しさがわかる ～ 

 
 授業や校内研修を見直し、子どもに基礎的・基本的な知識・技能を定着させる

とともに思考力・判断力・表現力等を伸ばすことで、授業がわかり、学ぶ楽しさ

を味わうことができる子どもを育てます。 

 また、全ての小・中学校で行われている「くるめ学」の学びや外国語教育を充

実させるとともに、ICTの活用を一層進め、学力の保障と向上に努めます。 

 

   ◎ 授業改善への支援 

   ◎ 外国語教育の推進 

   ◎ 教師力向上への支援 

 

重点２ 

たのしい学校【安心・安全な学校づくり】 

  ～ 学校が楽しい、仲間といるのが楽しい ～ 

 

 不登校やいじめ問題への対策を行いながら、共感・協調できる子どもを育み、

安心して学べる学級づくりや楽しい学校生活が送れるようにします。また、セー

フスクールの取組により、子どもが自ら安全な行動ができるよう指導の充実を図

っていきます。 



教育部 
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 さらに、校務運営の効率化を図ることで、教師が子どもと向き合う時間を確保

し、安心・安全な学校づくりに努めます。 

 

 ◎ 不登校対応 

 ◎ いじめ問題対応 

 ◎ 学校生活充実への支援 

 ◎ 学校安全への支援 

 

重点３ 

久留米版コミュニティ・スクールの推進【学校・家庭・地域の協働】 

 

 全ての小・中学校に設置している地域学校協議会からの提言が十分に反映され

るような支援を行います。具体的には、地域人材の積極的な活用を図ることで、

学習習慣定着や基礎的・基本的な知識・技能の定着、健やかな成長を支える生活

習慣づくりの取組などにおける学校・家庭・地域の協働を推進します。 

 

   ◎ 学習習慣定着への支援 

   ◎ 地域学校協議会提言実働化への支援 

 

２ 学校教育環境等の整備 

 

学校施設の整備に関しては、児童生徒が快適に学校生活を送ることができる

ように、引き続き老朽化した学校施設の長寿命化事業として、外壁・トイレ・

防水改修等を行います。 

また、学校施設改築事業においては、日吉小学校と屏水中学校の改築工事の

継続と、京町小学校の実施設計、そして篠山小学校の改築工事を開始し、安全

かつ快適な施設環境の確保に取り組みます。 

 

 
第３期教育改革プラン（案）施策の体系 

 

目標：ふるさと久留米を愛し、ともに社会を生き抜く力の育成

めざす姿：夢に向かって学ぶ「くるめっ子」

重点１：わかる授業【学力の保障と向上】

(1) 授業改善への支援

(2) 外国語教育の推進 学

(3) 教師力向上への支援 校

Ｉ

重点２：たのしい学校【安心・安全な学校づくり】

Ｃ

(1) 不登校対応

Ｔ

(2) いじめ問題対応

環

(3) 学校生活充実への支援

境

(4) 学校安全への支援

整

重点３：久留米版コミュニティ・スクールの推進 備

【学校・家庭・地域の協働】

(1) 学習習慣定着への支援

(2) 地域学校協議会提言実働化への支援

視点１：人権・同和教育の推進 視点２：外国語教育の推進

視点３：特別支援教育の推進 視点４：小中連携教育の推進
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平成２８年度予算基本方針（市民文化部） 

 

１ 基本方針 

  平成２８年度は、新しい久留米の賑わいと求心力の拠点となる久留米シティプラザの開館をはじめ、美術館の運営移行、仮称久留

米スポーツセンター体育館本体工事への着手といった、市政の重要テーマである「文化芸術、スポーツを生かしたまちづくり」の大

きな節目を迎える年であり、これらの事業を着実に進めていく。 
また、「市民一人ひとりを大切に 安心、活力に満ちた久留米づくり」を進めるため、市民生活に最も密接に関連する業務を所管す

る部局として、市民ニーズへの的確な対応を図りながら、「市税の収納率向上・納付環境の整備」、「市民窓口サービスの充実」等の

施策を着実に展開し、市民の視点から市民サービスの充実・向上に向けた取り組みを迅速に進める。 
さらに、文化芸術が持つ創造の力を人づくりやまちづくりに活かし、市民の誰もが文化芸術を身近に感じ、心豊かに暮らすことの

できる都市を目指すため、文化芸術の振興や久留米市が持つ歴史文化を積極的に活用した事業を展開する。 
あわせて、市民の生涯学習ニーズが高まっている中で、市民と協働しながら、生涯学習やスポーツ、図書館事業等の取り組みを進

める。 
 

２ 重点施策 

  
 （１）生涯学習・社会教育の推進 

    市民が生涯にわたり自己実現を図っていくことができるよう、生涯学習の振興に努め、全市的な生涯学習ネットワークの確立 

   を図るとともに、青少年健全育成の推進、家庭・地域社会の教育力の向上、社会人権・同和教育の推進など、地域に根ざした市 

   民主体の生涯学習・社会教育の推進に取り組む。 

また、利用者が安全で安心して利用できるよう生涯学習施設等の改修を進める。 

  

    ◎ 校区コミュニティ組織と連携した生涯学習・社会教育の推進 

    ◎ 生涯学習に係るボランティアの積極的養成 

    ◎ 青少年健全育成や人権・同和啓発活動等の生涯学習事業の推進 

    ◎ 生涯学習施設の改修 

 

教育委員会用 
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 （２）歴史的資源の保護・活用 

    久留米市が有する歴史的な資源の適正な保護とその利用及び活用に努めるとともに、市民意識の醸成や地域文化の継承に役 

   立てる。また、地域の活性化につなげるために、地域と連携した事業の展開を図る。 

    特に、高良山から耳納北麓エリアにおいて、環境整備等を行い、歴史遺産をめぐるルートづくりを推進する。 
  

◎ 歴史ルートづくり事業の推進 

◎ 歴史公園等の整備・活用（筑後国府跡、大塚古墳等） 

    ◎ 六ッ門図書館展示コーナーにおける企画展の開催 

◎ 有馬記念館や坂本繁二郎生家の運営・活用 

◎ 歴史的建造物の保存整備に向けた調査 

◎ 埋蔵文化財調査の効率化と適切な保存・活用 

  

（３）スポーツの推進 

    市民がライフステージに応じて、身近な地域でスポーツに親しみ、健康づくりに取り組むことができるよう、「久留米市スポ

ーツ振興基本計画」に基づき、各種スポーツ事業の実施や、スポーツ推進委員・各種競技団体・総合型地域スポーツクラブ等と

の連携など、市民スポーツの推進に努める。 
    また、県南の中核を担う広域的なスポーツ施設の充実に向け、久留米総合スポーツセンター内の体育館、武道館、弓道場の一

体的な改築について、県と連携し、着実な施設整備の推進を図るとともに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催

を見据え、キャンプ地誘致など開催効果を引き込む取り組みを進める。 
あわせて、市民が安心して利用できるようスポーツ施設等の改修を進める。 

 

◎ 久留米市スポーツ振興基本計画に基づいた事業の推進 

◎ 県と連携した久留米総合スポーツセンター内の体育館、武道館、弓道場の一体改築の推進（本体工事着手） 

◎ 県と連携した東京オリンピック等キャンプ地誘致の取組強化 

◎ 地域で気軽に取り組めるスポーツによる健康づくりのためのプログラム開発 

    ◎ 野球場の内部改修工事等、スポーツ施設の改修 
    ◎ スポーツ交流・スポーツ大会等の推進 

 

 （４）市民の自己学習の場としての図書館づくり 

    市民一人ひとりの学びと情報の拠点として、市民生活の充実と地域社会の発展を支える役割を担うため、多様な図書資料や情 
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   報の収集・蓄積を行い、利用者への適切な提供や企画展示など積極的な利活用を図る。 
また、各地域館や図書施設とのネットワークの緊密化、石橋文化センターや新たな美術館など隣接施設・関係団体等との連携

などにより、図書館全体の総合力を高め、サービスの充実を図る。 
 

◎ 図書館施設環境の整備及び運営体制の充実 

◎ 新図書館総合管理システムによるサービス向上 

◎ 移動図書館や視覚障害者総合ネットワークを活用した図書館利用困難者への対応 

    ◎ 第３次子どもの読書活動推進計画の策定と関係部局との連携による事業推進 

    ◎ 図書館ボランティアやＮＰＯ、関係団体などとの連携・協働 

    ◎ 中央館と地域館等の連携強化 



（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

1,859,816 1,628,980 230,836 99,445 0 3,302 1,757,069

1　教育委員会費 8,297 8,297 0 8,297

2　事務局費 1,571,450 1,548,952 22,498 99,445 3,302 1,468,703

3　教育センター費 280,069 71,731 208,338 280,069

4,821,810 3,587,941 1,233,869 447,543 1,428,400 106,269 2,839,598

1　学校管理費 2,179,611 2,521,233 -341,622 44,247 209,100 40,735 1,885,529

2　教育振興費 654,411 783,863 -129,452 6,249 65,534 582,628

3　学校建設費 1,987,788 282,845 1,704,943 397,047 1,219,300 371,441

2,004,909 1,598,538 406,371 159,735 503,800 56,080 1,285,294

1　学校管理費 815,274 954,916 -139,642 32,853 110,500 14,197 657,724

2　教育振興費 520,258 480,145 40,113 7,069 41,883 471,306

3　学校建設費 669,377 163,477 505,900 119,813 393,300 156,264

273,775 233,896 39,879 22,492 50,400 1,633 199,250

1　学校管理費 234,486 193,790 40,696 21,684 50,400 1,633 160,769

2　教育振興費 39,289 40,106 -817 808 38,481

3　学校建設費 0 0 0 0

1,513,134 1,635,563 -122,429 279 110,800 17,990 1,384,065

1　高等学校管理費 1,506,147 1,625,903 -119,756 0 110,800 17,990 1,377,357

2　教育振興費 6,987 9,660 -2,673 279 6,708

3　学校建設費 0 0 0 0

3,696,051 10,148,112 -6,452,061 222,615 92,400 838,148 2,542,888

1　社会教育総務費 2,268,280 2,199,514 68,766 182,496 92,400 489,760 1,503,624

2　生涯学習センター費 258,408 231,200 27,208 8,740 249,668

3　図書館費 222,304 215,061 7,243 100 222,204

4　教育集会所費 43,900 59,109 -15,209 19 43,881

5　田主丸複合文化施設費 54,737 74,207 -19,470 8,123 46,614

6　城島総合文化センター費 76,329 96,468 -20,139 8,550 67,779

7　城島ふれあいセンター費 15,364 31,767 -16,403 40 15,324

8　くるめシティプラザ整備費 756,729 7,240,786 -6,484,057 40,000 0 322,935 393,794

1,937,576 1,020,252 917,324 315,250 636,600 183,404 802,322

1　保健体育総務費 244,911 136,774 108,137 95,134 149,777

2　体育施設費 1,267,939 469,627 798,312 315,250 626,300 88,270 238,119

3　学校給食共同調理場費 424,726 413,851 10,875 10,300 414,426

16,107,071 19,853,282 -3,746,211 1,267,359 2,822,400 1,206,826 10,810,486

133,440,000 139,400,000 -5,960,000 37,002,202 7,873,700 9,884,095 78,680,003

教育費　合計

一般会計　合計

6　社会教育費

7　保健体育費

5　高等学校費

H27 比較

4　特別支援学校費

3　中学校費

28年度教育費　当初予算の状況

項　　目

1　教育総務費

2　小学校費

特定財源
本年度の財源内訳

一般財源
H28
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◇学校教育の振興 ◇社会教育の振興
生涯学習・社会教育の推進

○小中学校学力・生活実態調査事業 11,192 千円 ○地域生涯学習振興事業 60,491 千円

○小学校くるめ学力アップ推進事業 60,378 千円 　・青少年学校外活動支援事業費助成 10,350 千円

　・校区生涯学習振興事業費助成 28,729 千円

○中学校くるめ学力アップ推進事業 33,717 千円 ○社会教育団体支援事業 21,320 千円

　・少年団体助成 4,160 千円

○特別支援教育支援員活用事業★拡充 103,347 千円 　・女性団体助成 3,517 千円

○「くるめ学」子どもサミット 679 千円 　・LLネットコアくるめ助成 12,183 千円

○小中外国語指導助手（ALT）活用事業 54,433 千円 ○ＰＴＡ団体助成　※再掲 2,920 千円

○小学校英語教育充実事業★新規 5,156 千円 ○体験活動推進事業 6,274 千円

　・少年の翼事業 3,515 千円

○中学校英語教育充実事業★新規 9,296 千円 　・わくわく遊友体験事業 1,919 千円

○生涯学習センターの管理運営 206,385 千円

○教職員研修事業 17,017 千円 ○生涯学習センター活用事業 8,928 千円

○教育課題研究事業 1,073 千円 ○生涯学習センター維持補修事業 43,095 千円

文化財の保護と活用
○スクールカウンセラーの配置（委託及び直接雇用） 27,188 千円 ○筑後国府跡歴史公園整備事業 66,848 千円

○スクールソーシャルワーカーの配置（直接雇用） 11,102 千円 ○史跡等環境整備活用事業 4,066 千円

○小学校不登校対応総合推進事業 14,181 千円 ○発掘調査事業 115,011 千円

○埋蔵文化財センター事業 3,402 千円

○中学校不登校対応総合推進事業 33,551 千円 ○文化財保護団体等育成事業 1,436 千円

（校内適応指導教室助手の配置★拡充） ○坂本繁二郎生家活用事業 463 千円

○生徒指導充実事業（専任生徒指導教員の配置） 15,854 千円 ○歴史博物館整備検討事業 18,206 千円

○小中健康増進特別事業 9,108 千円 ○歴史的建造物保存整備事業 2,742 千円

○歴史ルートづくり事業 32,845 千円

○学校問題解決支援事業 322 千円 スポーツの推進

○スポーツ大会振興事業 8,507 千円

○スポーツ交流推進事業 13,497 千円

○セーフスクール推進事業 695 千円 ○総合型地域スポーツクラブ支援事業 788 千円

○（公財）久留米市体育協会助成 35,570 千円

○市民スポーツ推進事業 87,932 千円

○　小・中学校コミュニティ・スクール（久留米版）推進事業 26,778 千円 ○総合武道館整備事業 891,542 千円

○体育施設維持補修事業 61,251 千円

○　ＰＴＡ団体助成 2,920 千円 ○ＭＩＣＥ誘致推進事業　★新規 18,034 千円

市民の自己学習の場としての図書館づくり

◇学校ＩＣＴ環境再構築事業 ○図書館整備事業 776 千円

○学校ICT環境再構築事業 205,781 千円 ○図書資料整備充実事業 55,358 千円

○図書館福祉サービスボランティア活用促進事業 1,219 千円

○情報教育環境の充実事業 154,356 千円 ○子どもの読書環境整備事業 5,988 千円

○図書館維持補修事業 25,206 千円

◇学校施設の整備
○学校施設維持管理・長寿命化事業

　　（外壁改修や防水工事、その他修繕工事等）

　・小学校 503,994 千円

　・中学校 293,949 千円

　・特別支援学校 98,343 千円

　・高等学校 147,815 千円

○校舎等改築事業

　・小学校（日吉・篠山・京町） 1,987,788 千円

　・中学校（屏水） 669,377 千円

（教育イントラネット構築、校務支援システム導入★新規）

（教室用・教員用パソコン配置、パソコン教室整備、インターネット環境整備など）

重点項目ごとの主な内容

わかる授業【学力の保障と向上】

たのしい学校【安心・安全な学校づくり】

久留米版コミュニティ・スクールの推進【学校・家庭・地域の協働】

（少人数授業、学習習慣定着支援、学力向上支援員★新規）

（学力向上コーディネーター、学習習慣定着支援、無料学習塾）

（小学校教員の英語指導力の向上のための研修実施）

（イングリッシュキャンプ実施、英検の受検）

（学校・家庭・地域の協働を推進するための補助金）

（生徒指導サポーターの配置★拡充）

（野外集団活動等に必要なバス借上助成）

（弁護士、精神科医、臨床心理士、警察官等による支援チーム）

○教職員研修事業及び教育課題研究事業　※再掲

○小・中学校学力アップ推進事業　※再掲
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［１項　教育総務費］

２目　事務局費

○　教育改革プラン推進事業 360 千円

○　「くるめ学」子どもサミット事業 679 千円

○　就学相談事業 1,367 千円

○　学校人権・同和教育事業 27,296 千円

○　学校訪問看護支援事業 2,906 千円

○　久留米市奨学金 22,472 千円

○　久留米商業高等学校寄附金活用奨学金 1,800 千円

○  学校給食会助成 35,170 千円

○　学校保健会助成 2,418 千円

○　中学校選択制度 312 千円

○　発達障害早期総合支援事業 3,634 千円

・子ども発達相談教室 2,679 千円

・サマー・トリートメント・プログラム事業費補助金 955 千円

○　食育プログラム研究推進事業 686 千円

○　スクールソーシャルワーカー活用事業 11,102 千円

○　学校小規模化対応事業 5,633 千円

○　歯科保健指導事業 913 千円

【新規】　教職員ストレスチェック事業　 2,937 千円

３目　教育センター費

○　教職員研修事業 17,017 千円

○　教育活動支援事業 1,404 千円

○　教育課題研究事業 1,073 千円

◇◇◇　　１０　款　　　教　育　費　　◇◇◇
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○　情報教育推進事業 35,045 千円

【新規】　学校ICT環境再整備事業 205,781 千円

　きめ細やかな学習指導・生徒指導への活用や、優れたデジタルコンテンツ（学習教材・指導案）の
共有化を図ることを目的とし、教育イントラネットを構築するとともに、校務支援システムの導入を行う。
◇学校イントラネットの構築 84,719千円
◇校務支援システムの導入 120,242千円

［２項　小学校費］

１目　学校管理費

○　小学校情報教育環境の充実 79,379 千円

○　小学校図書館図書整備事業 16,564 千円

○　小学校学力・生活実態調査事業 7,969 千円

○　小学校外国語指導助手活用事業 15,241 千円

○　小学校施設維持管理事業 114,900 千円

○　小学校施設長寿命化事業 293,986 千円

　学校施設の長寿命化を図るため、老朽化の進む施設の改修を実施する。
◇外壁改修事業 79,092千円

（御井、安武、大善寺、南薫、長門石、江上、西牟田）
◇防水改修事業 15,042千円

（御井、安武、江上、上津）
◇屋体外部改修事業 25,445千円

（津福、西国分）
◇屋体床改修事業 814千円

（水縄）
◇便所改修事業 41,182千円

（南、水分、水縄、西牟田、三潴）
◇プール改修事業 36,126千円

（善導寺、青峰）
◇防火シャッター改修事業 11,917千円

（南薫、安武、善導寺）
◇上水道切替改修事業 13,680千円

（水縄）
◇給水管改修事業 26,220千円

（宮ノ陣、高良内）
◇下水道切替改修事業 29,184千円

（城島、善導寺）

○　小学校空調機整備事業 27,560 千円

　改築に伴う空調機の移設と老朽化した空調機の更新を実施する。
◇普通教室移設（日吉） 4,760千円
◇空調機更新 22,800千円

○　小学校特別教室環境維持推進事業 44,440 千円

議案７－資料9



○　小学校給食の充実 563,904 千円

　安全な学校給食の提供とその内容の充実を図る。
◇学校給食調理委託（39校） 519,068千円
◇給食室施設改修設計費（南薫、善導寺） 18,727千円

　安全・衛生管理面の確保のため、給食施設の床のドライ化など整備を行う。
◇給食室修繕費 10,540千円
◇生ごみ処理機設置費 5,463千円
◇調理機器購入、消耗品等 10,106千円

２目　教育振興費

○　就学援助費 271,710 千円

○　小学校図書活動の推進事業 50,246 千円

○　小学校事務支援事業 62,481 千円

○　小学校コミュニティ・スクール（久留米版）推進事業 19,377 千円

・地域学校協議会委員報酬 4,140 千円

・コミュニティ・スクール交付金 15,007 千円

○　教育研究・実践指定委嘱事業 2,050 千円

○　小学校指導書等購入事業 1,679 千円

○　人権・同和教育実践研究事業 2,500 千円

○　小学校通級指導教室充実事業 15,380 千円

○　小学校心の教育推進事業 16,172 千円

○　小学校特別支援教育支援員活用事業 82,952 千円

○　小学校くるめ学力アップ推進事業 60,378 千円

◇小学校少人数授業の実施
　一人ひとりの児童へのきめ細かな対応を図るため、学校の状況に応じて非常勤講師を配置し、
少人数授業を実施する。
・小学校（19名配置）　第3・4学年での実施 44,964千円

◇小学校学力向上支援員の配置　【新規】
　確かな学力の育成に向けて、授業改善・補充学習・学習規律の確立にかかる支援を行う
支援員を配置する。
・小学校（5校）　第5学年での実施 11,832千円

◇小学校学習習慣定着支援事業
　児童の自学自習の習慣を定着させるため、地域住民や大学生等のボランティアを派遣して
放課後等に学習支援を行う。
・全小学校(46校)で実施 3,582千円

○　小学校不登校対応総合推進事業 14,181 千円

　各学校が生徒指導サポーターと連携を図りながら、不登校や不登校傾向にある児童に対する早期
からの支援を行う。
◇生徒指導サポーターの配置（17校） 14,181千円
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【新規】　小学校英語教育充実事業 5,156 千円

　小学校教員の英語力の育成と外国語活動における実践的指導力の向上を目指すため、集中研修
を実施する。
◇小学校教員英語研修委託 5,156千円

３目　学校建設費

○　小学校施設の整備充実 1,968,868 千円

　安全で快適な教育環境を確保し、教育内容や方法の変化に的確に対応するため、老朽化している
学校施設の改築を行う。
◇日吉小〔第2期工事〕（平成26年度～28年度 継続費 1,620,577千円） 1,181,927千円
◇篠山小〔第1期工事〕（平成28年度～30年度 継続費 2,461,340千円） 715,277千円
◇京町小〔実施設計〕 66,764千円

［３項　中学校費］

１目　学校管理費

○　中学校情報教育環境の充実 36,959 千円

○　中学校図書館図書整備事業 11,117 千円

○　中学校学力・生活実態調査事業 3,223 千円

○　中学校外国語指導助手活用事業 39,192 千円

○　中学校施設維持管理事業 79,281 千円

○　中学校施設長寿命化事業 160,890 千円

　学校施設の長寿命化を図るため、老朽化の進む施設の改修を実施する。
◇外壁改修事業（良山、荒木、江南、田主丸） 86,488千円
◇防水改修事業（青陵、北野、江南） 10,102千円
◇屋体床改修事業（北野） 1,036千円
◇便所改修事業（櫛原、宮ノ陣、田主丸、三潴） 9,685千円
◇プール改修事業（江南） 34,942千円
◇防火シャッター改修事業（青陵、宮ノ陣、北野） 18,100千円

○　中学校空調機整備事業 25,600 千円

　改築に伴う空調機の移設と老朽化した空調機の更新を実施する。
◇普通教室移設（屏水） 2,800千円
◇空調機更新 22,800千円

○　中学校特別教室環境維持推進事業 1,870 千円

○　中学校給食の充実 28,527 千円

　安全な学校給食の提供とその内容の充実を図る。
◇学校給食調理委託（北野、城島） 26,776千円
◇給食室修繕費 1,000千円
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２目　教育振興費

○　就学援助費 229,075 千円

○　中学校図書活動の推進事業 18,570 千円

○　中学校事務支援事業 32,526 千円

○　中学校コミュニティ・スクール（久留米版）推進事業 7,401 千円

・地域学校協議会委員報酬 1,530 千円

・コミュニティ・スクール交付金 5,786 千円

○　中学校人権教育・啓発推進事業 7,110 千円

○　中体連・中文連助成 21,464 千円

○　教育研究・実践指定委嘱事業 1,550 千円

○　中学校心の教育推進事業 11,016 千円

○　人権・同和教育実践研究事業 500 千円

○　中学校特別支援教育支援員活用事業 20,395 千円

○　中学校通級指導教室充実事業 2,354 千円

○　生徒指導充実事業（専任生徒指導教員の配置） 15,854 千円

○　中学校美術振興事業 6,003 千円

○　中学校くるめ学力アップ推進事業 33,717 千円

◇学力向上コーディネーターの配置
　教務担当主幹教諭を、学力向上の核となって企画・立案及び調整等を行うコーディネーターに
指名し、当該職務に専念するために必要となる非常勤講師を配置する。
・全中学校(17校)に配置 27,497千円

◇中学校学習習慣定着支援事業
　生徒の自学自習の習慣を定着させるため、地域住民や大学生等のボランティアを派遣して
放課後等に学習支援を行う。
・全中学校(17校)で実施 1,360千円

◇学習支援（くるめっ子塾）
　学力の定着と子どもの居場所づくりのため、中学校を対象とした無料の学習支援塾「くるめっ子塾」
を設置する。
・くるめっ子塾運営業務委託 4,860千円

○　中学校不登校対応総合推進事業 33,551 千円

　中学校に校内適応指導教室を設置することによって不登校や不登校傾向にある生徒に校内での
居場所をつくり、自分の教室に復帰できるような支援を行う。
◇全中学校（17校）に設置 33,551千円

【新規】　中学校英語教育充実事業 9,296 千円

　生徒に対する英語学習への動機付けや英語運用能力の向上を図るため、宿泊型研修の実施や
英語検定の受検を行う。
◇中学生イングリッシュキャンプ 1,923千円
◇英語検定受検 7,373千円

◆対象：中学校3年生（全員）
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３目　学校建設費

○　中学校施設の整備充実 610,544 千円

　安全で快適な教育環境を確保し、教育内容や方法の変化に的確に対応するため、老朽化している
学校施設の改築を行う。
◇屏水中〔第2期工事〕（平成26年度～29年度 継続費 1,499,689千円） 609,871千円

［４項　特別支援学校費］

１目　学校管理費

○　特別支援学校情報教育環境の充実 2,973 千円

○　特別支援学校施設維持管理事業 4,200 千円

○　特別支援学校施設長寿命化事業　 89,022 千円

　学校施設の長寿命化を図るため、老朽化の進む施設の改修を実施する。
◇外壁改修事業 45,194千円
◇防水改修事業 14,370千円
◇便所改修事業 29,458千円

○　スク－ルバス運行事業 67,814 千円

○　特別支援学校給食の充実 21,296 千円

　安全な学校給食の提供とその内容の充実を図る。
◇学校給食調理委託 19,484千円
◇給食室修繕費 1,000千円

２目　教育振興費

○　就学援助費 416 千円

○　特別支援学校図書活動の推進事業 2,153 千円

○　特別支援学校事務支援事業 1,380 千円

○　特別支援学校地域交流推進事業 3,305 千円

○　特別支援教育進路指導事業 2,879 千円

○　医療的ケア対応事業 23,571 千円
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［５項　高等学校費］

１目　高等学校管理費

○　久留米市外三市町高等学校組合負担金 302,918 千円

○　高等学校施設維持管理事業 39,800 千円

○　高等学校施設長寿命化事業 104,523 千円

　学校施設の長寿命化を図るため、老朽化の進む施設の改修を実施する。
◇外壁改修事業（久留米商業） 780千円
◇便所改修事業（久留米商業） 35,728千円
◇空調機改修(久留米商業) 68,015千円

○　校内情報ネットワークの整備 5,033 千円

○　ＩＴ活用教育推進 12,591 千円

【新規】　久留米商業高等学校創立120周年記念事業 1,500 千円
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［６項　社会教育費］

１目　社会教育総務費

生涯を通じて学び、活かせる環境の整備

○　地域生涯学習振興事業 60,491 千円

・青少年学校外活動支援事業費助成 10,350 千円

・校区生涯学習振興事業費助成 28,729 千円

○　社会教育団体支援事業 21,320 千円

・少年団体助成 4,160 千円

・女性団体助成 3,517 千円

・ＬＬネットコアくるめ助成 12,183 千円

○　PTA団体助成 2,920 千円

○　体験活動推進事業 6,274 千円

・少年の翼事業助成 3,515 千円

・わくわく遊友体験事業助成 1,919 千円

○　社会人権・同和教育事業 27,168 千円

○　食育啓発・促進事業 500 千円
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魅力ある歴史資源を活かしたまちづくり

○　筑後国府跡歴史公園整備事業 66,848 千円

　地域の歴史遺産である国指定史跡「筑後国府跡」に歴史公園を整備する。
◇平成28年度公有地化事業 50,039千円

◆土地購入費、不動産鑑定手数料、建物等移転補償費など
◇平成29年度公有地化に向けての準備 2,678千円

◆測量、物件調査など
◇歴史公園整備事業　【新規】 9,031千円

・基本計画策定業務委託 4,854千円
・保存活用計画策定業務委託 2,931千円

○　史跡等環境整備活用事業 4,066 千円

・文化財周知事業 1,774千円

○　発掘調査事業 115,011 千円

○　埋蔵文化財センター事業 3,402 千円

○　文化財保護団体等育成事業 1,436 千円

○　坂本繁二郎生家活用事業 463 千円

○　歴史博物館整備検討事業 18,206 千円

○　歴史的建造物保存整備事業 2,742 千円

○　歴史ルートづくり事業 32,845 千円

　豊かな歴史・文化・自然を育む高良山と地域資源豊富な耳納北麓エリアを一体的に捉え、
数多くの歴史遺産を固有のテーマやストーリーに基づき整理し、市内外へ情報発信すると
ともに環境整備を行う。
◇高良山環境整備 24,862千円

◆神籠石保存修理工事、高良大社保存修理助成
◇耳納北麓エリア環境整備 523千円

◆下馬場古墳保存環境調査等
◇歴史ルート情報発信 572千円

◆広報チラシ、ルートガイド謝金等
◇施設管理委託 6,167千円
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２目　生涯学習センター費

○　生涯学習センターの管理運営 189,211 千円

○　生涯学習センター附帯施設の管理運営 17,174 千円

○　生涯学習センター活用事業 8,928 千円

○　生涯学習センター維持補修事業 43,095 千円

３目　図書館費

○　図書館整備事業 776 千円

○　図書資料整備充実事業 55,358 千円

○　図書館福祉サービスボランティア活動促進事業 1,219 千円

○　子どもの読書環境整備事業 5,988 千円

・ブックスタート事業 3,879千円

○　図書館維持補修事業 25,206 千円

４目　教育集会所費

○　教育集会所整備事業 2,878 千円

５目　田主丸複合文化施設費

○　そよ風ホールの管理運営 42,809 千円

○　そよ風ホール活用事業 8,123 千円

○　そよ風ホール維持補修事業 3,805 千円

６目　城島総合文化センター費

○　城島総合文化センターの管理運営 46,785 千円

○　インガットホール活用事業 8,550 千円

○　城島総合文化センター維持補修事業 20,994 千円

７目　城島ふれあいセンター費

○　城島ふれあいセンターの管理運営 13,370 千円

○　城島ふれあいセンター維持補修事業 1,994 千円
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［７項　保健体育費］

１目　保健体育総務費

○　スポーツ大会振興事業 8,507 千円

・紫灘旗全国高校遠的弓道大会 4,000 千円

・久留米国際女子テニス大会 3,000 千円

○　スポーツ交流推進事業 13,497 千円

・九州オールレディースソフトボール（つつじ杯）大会 500 千円

・筑後川流域クロスロードスポーツ・レクリエーション祭　 800 千円

・筑後川Ｅボートフェスティバル 900 千円

・九州・山口9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ（ｱｻﾞﾚｱｶｯﾌﾟ）大会 800 千円

・久留米オリンピック 5,600 千円

・久留米市スポーツ少年団 2,900 千円

○　ＭＩＣＥ誘致推進事業 18,034 千円

　平成30年の総合武道館オープンや平成32年東京オリンピック・パラリンピックの開催などを見据え、
全国・九州規模のスポーツ大会の誘致や事前キャンプ誘致を推進する。
◇日本スポーツツーリズム推進機構年会費 50千円
◇スポーツコンベンション誘致強化補助金　【新規】 17,984千円

○　（公財）久留米市体育協会助成 35,570 千円

○　総合型地域スポーツクラブ支援事業 788 千円

・総合型地域スポーツクラブ活動支援等事業費補助金 400 千円

○　市民スポーツ推進事業 87,932 千円

・スポーツ教室開催委託 2,160 千円

・スポーツ振興基金積立金 85,200 千円

２目　体育施設費

○　総合武道館整備事業 891,542 千円

　久留米総合スポーツセンター内の体育館及び武道館、弓道場の一体的な改築を福岡県と連携して
行い、総合的な体育施設を整備する。
◇県施行事業地元負担金 885,388千円

・改築工事 852,135千円
・解体工事 16,770千円
・上空通路実施設計 8,471千円

◇電柱等移転補償金 6,154千円

議案７－資料19



○　体育施設維持補修事業 61,251 千円

・野球場トイレ内部改修工事 42,791 千円

３目　学校給食共同調理場費

○　学校給食共同調理場の運営 424,726 千円

・中央学校給食共同調理場 327,318 千円

・田主丸学校給食共同調理場 97,408 千円

議案７－資料20



議案８－１ 

第８号議案 

 

久留米市城島ふれあいセンター条例の一部を改正する条例に

係る意見の申出について 

 

上記の議案を提出する。 

平成２８年２月２２日 

教育長  堤  正則 

 

提案理由 

久留米市城島ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２９条の規定に基づき、市長から意見を求められたものである。 



議案８－２ 

久留米市城島ふれあいセンター条例の一部を改正する条例に係る

意見の申出について 

 

久留米市城島ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について、

別紙のとおり市議会に提出することに同意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案８－３ 

第  号議案 

 

久留米市城島ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

平成２８年  月   日  

久留米市長 楢  原  利  則 

 

提案理由 

 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の一部改正に伴い、条文中の

用語の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものである。 



議案８－４ 

久留米市城島ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

 

久留米市城島ふれあいセンター条例（平成１６年久留米市条例第１１

２号）の一部を次のように改正する。 

別表第２備考以外の部分中「中学校」を「中学校等」に改め、同表備

考３を次のように改める。 

３ 中学校等とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に

規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及

び特別支援学校の中学部をいう。 

別表第２中備考５を備考６とし、備考４を備考５とし、備考３の次に

次のように加える。 

４ 大学とは、学校教育法第１条に規定する大学をいう。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 



 

議案８－資料１ 

久留米市城島ふれあいセンター条例新旧対照表 

 

現行 改正後 

  久留米市城島ふれあいセンター条例 

 

(使用料) 

第 8条第7条 第 5条第1項第6条第1項の使

用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)

は、別表第1及び別表第2から別表第3までに

定める使用料を納付しなければならない。 

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

ただし、市長が特に理由があると認めるとき

は、後納することができる。 

 

別表第2(第 8条関係) 

久留米市城島ふれあいセンター宿泊使用料 

４歳以上１５

歳未満の者（中

学校に在籍す

る１５歳以上

の者を含む。） 

１５歳以上２

０歳未満の者

（中学校に在

籍する者を除

く。）又は大学

に在学する者 

２０歳以上の

者（大学に在学

す る 者 を 除

く。） 

１人１泊につ

き ３００円 

１人１泊につ

き ４１０円 

１人１泊につ

き ５１０円 

備考 

1 宿泊使用者は、宿泊研修の活動に必要な範

囲内で、別表第1に掲げる施設のうち視聴覚室

及び和室Aから和室Fまでを使用することがで

きる。 

2 宿泊使用料は、備考 1 の規定により使用す

る施設の使用料を含むものとする。 

3 中学校及び大学とは、学校教育法(昭和 22

年法律第26号)第1条に規定する中学校及び大

学をいう。 

4 上記の金額は、食費及びシーツ等の洗濯費

は含まない。 

5 上記の金額は、消費税等額を含む。 

 

   久留米市城島ふれあいセンター条例 

 

(使用料) 

第 8条第 7条 第 5条第 1項第 6条第 1項の使

用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)

は、別表第 1及び別表第 2から別表第 3までに

定める使用料を納付しなければならない。 

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

ただし、市長が特に理由があると認めるときは、

後納することができる。 

 

別表第２（第８条関係） 

久留米市城島ふれあいセンター宿泊使用料 

４歳以上１５

歳未満の者（中

学校等に在籍

する１５歳以

上 の 者 を 含

む。） 

１５歳以上２

０歳未満の者

（中学校等に

在籍する者を

除く。）又は大

学に在学する

者 

２０歳以上の

者（大学に在学

す る 者 を 除

く。） 

１人１泊につ

き ３００円 

１人１泊につ

き ４１０円 

１人１泊につ

き ５１０円 

備考 

1 宿泊使用者は、宿泊研修の活動に必要な範囲

内で、別表第１に掲げる施設のうち視聴覚室及

び和室 Aから和室 Fまでを使用することができ

る。 

2 宿泊使用料は、備考１の規定により使用する

施設の使用料を含むものとする。 

3 中学校等とは、学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第１条に規定する中学校、義務教育

学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び

特別支援学校の中学部をいう。 

4 大学とは、学校教育法第１条に規定する大学

をいう。 

5 上記の金額は、食費及びシーツ等の洗濯費は

含まない。 

6 上記の金額は、消費税等額を含む。 

 



H28.1.16 からH28.2.15受付分まで

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1
平成28年4月9日（土）10

時30分～13時00分
連携サポートくるめりぃ

連携サポートくるめ
りぃ

みんくる　セミナー室 後援 学校教育課

2
平成28年4月2日（土）10

時00分～16時30分
2016春　たのしい授業フェ
スタ

福岡・仮説実験授業
研究会

えーるピア久留米 後援 学校教育課

3
平成28年8月8日（月）10
時00分～8月9日（火）16

時30分

2016夏　たのしい授業フェ
スタ

福岡・仮説実験授業
研究会

えーるピア久留米 後援 学校教育課

4 平成28年5月3日 久留米つつじマラソン2016 NPO法人光栄会社中 筑後川河川敷 後援
体育スポー
ツ課

5 平成28年2月11日
第13回ほっともっと杯久留
米市少年野球フレッシュ
リーグ野球大会

久留米市少年野球フ
レッシュリーグ

桜花台野球場 後援
体育スポー
ツ課

6 平成28年5月15日
第12回久留米市ベストアメ
ニティカップ国際女子テニス
2016

久留米市テニス協会
国際大会実行委員会

新宝満川テニスコート 後援
体育スポー
ツ課

7
平成28年4月27日（水）～

5月15日（日）
京都相国寺・金閣寺の美
「若冲と仁清」

公益財団法人有馬記
念館保存会

有馬記念館 後援
文化財保護
課

8 平成28年2月14日（日） 子育てセミナー
家庭倫理の会久留米
市

久留米市役所　303
会議室

後援
生涯学習推
進課

9
平成28年2月14日（日）～
2月28日（日）

平成27年度福岡県立美術
館所蔵品巡回展　移動美術
館

平成27年度福岡県立
美術館所蔵品巡回展
移動美術館実行委員
会

大刀洗ドリームセン
ター　2階展示ホール

後援★
生涯学習推
進課

10 平成28年2月20日（土） 第2回キラリ☆マルシェ
一般社団法人　アカ
ルカ福祉協会

久留米ビジネスプラ
ザ

後援★
生涯学習推
進課

11 平成28年3月20日（日）
第44回西日本新聞TNC文
化サークル芸能祭

西日本新聞TNC文化
サークル

久留米市民会館 後援
生涯学習推
進課

教育委員会後援事業等に関する報告
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H28.1.16 からH28.2.15受付分まで

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

教育委員会後援事業等に関する報告

12 平成28年3月20日（日） 子育てセミナー
家庭倫理の会久留米
市

サンライフ久留米 後援
生涯学習推
進課

13 平成28年4月10日（日） ウィーンからの花便り

フロイディ企画
（ウィーンからの花便
りコンサート実行委員
会）

石橋文化センター
小ホール

後援★
生涯学習推
進課

14 平成28年4月17日(日）
音楽家集団「ムジカ耳納」
二十周年記念演奏会「心の
ふるさと童謡をたずねて」

音楽家集団「ムジカ
耳納」

石橋文化センター
共同ホール

後援
生涯学習推
進課

15 平成28年5月2日（月）
歌の会（新春定例会）通算
第27回目

父祖の歌をなぞる市
民の会

くるめりあ六ツ門　３
階　パーティーホール

後援
生涯学習推
進課

16 平成28年5月4日（水）
久留米児童合唱団第45回
記念定期演奏会

久留米児童合唱団 石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

17 平成28年5月8日（日）
第50回「わたしの家族絵画
コンクール（旧・わたしのお
母さん絵画コンクール）」

毎日新聞西部本社 博多阪急 後援
生涯学習推
進課

18 平成28年5月１5日（日）
倫理研究フォーラム　in 久
留米

一般社団法人　倫理
研究所

石橋文化ホール 後援★
生涯学習推
進課

19 平成28年5月29日（日）
石橋文化センター開園60周
年記念事業「第27回くるめ
新人演奏会」

公益財団法人久留米
文化振興会

石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

20
平成28年7月22日（金）～
24日（日）

HAWAIIAN FESTIVAL IN
FUKUOKA 2016

ハワイアンマナオ実
行委員会

天神中央公園 後援★
生涯学習推
進課

21
平成28年4月1日～平成
29年3月31日

「家庭の日」「オアシス運動」
推進キャンペーン

公益社団法人福岡県
青少年育成県民会議

福岡県公認ボウリン
グ場協会加盟ボウリ
ング場

後援 学校教育課

報告1－ 2



報告２－１ 

平成２７年度 地域学校協議会の取組について 

 

１ 地域学校協議会について 

（１）設置目的 
地域学校協議会は、学校教育に対する保護者や地域の住民の願いや意見を幅広く把握

し、学校経営及び運営に反映させることにより地域に信頼される学校づくりのより一層

の確立と公教育の活性化のため設置する。 

（２）委員構成 
地域学校協議会の委員は次のものを持って充てる。校長の推薦により、教育委員会が

任命または委嘱する（学校代表は学校長により指名）。 
①地域代表 若干名  ②保護者代表 若干名  ③学校代表 校長他若干名 

（３）主な活動 
地域学校協議会は、設置目的を達成するため、次の事項について調査提言等を行う。 

   ① 学校教育に対する保護者・地域住民の教育的ニーズの把握に関すること 
   ② 学校評価及び評価結果に基づく学校経営及び運営の改善に関すること 
   ③ その他、設置目的を実現するために必要なこと 
 

２ 平成２７年度 地域学校協議会会長等研修会について 

（１）目的 
本市教育施策や地域学校協議会の趣旨等についての理解を深める場を設定することによ

り、各学校の地域学校協議会のより効果的な運営実施を図るとともに、本市学校教育の円滑

な推進と発展に資する。 

（２）研修の期日・会場 
【東部】 平成２８年１月１２日（水） 北野生涯学習センター 
【中部】 平成２８年１月１８日（月） 久留米市教育センター 
【南部】 平成２８年１月２０日（水） 三潴生涯学習センター 

（３）対象者 

各学校から、学校代表１名と地域学校協議会委員のうち地域もしくは家庭から１名の計２名

（東部３９名、中部４３名、南部４０名） 

教育委員会資料 

平成２８年２月２２日 

教育部 学校教育課 



報告２－２ 

（４）日程及び内容 
１３：５０ 開会行事 
１４：００ 研修１（説明）  「久留米市の子どもの現状と久留米版コミュニティ・スクールへ

の期待」 
１４：２５ 研修２（報告）  「他地域の活動の紹介」 
１５：００ 研修３（協議）  「地域学校協議会の機能をいかした学校づくり」 
１６：１０ 研修３のまとめ、閉会行事 

（５）研修会から見えてきた取組の成果と課題（参加者の協議内容・研修アンケートから） 
 ＜成果＞ 

◎久留米版コミュニティ・スクール推進事業の概要、地域学校協議会の役割、提言から実

働化するまでの流れやそのための仕組みづくりについて理解を進めることができた。 
◎他地域の実践例や各学校の様々な取組・アイディアを交流し、提言の実働化へのイメー

ジをもたせることができた。 

 ＜課題＞ 

 

課 題 

 

原 因 

 

改 善 点 

●協議会が学校からの報告や 

連絡で終わり、課題の共有

やそのための提言、実働化

に向けた計画・役割分担の

協議には至っていない。 

・研修会の内容の周知が

不十分である。 

（各学校の協議会へ） 

（各学校の職員へ） 

 

●地域学校協議会の活動があ 

まり認知されていない。 

 

 

 

 

・学校、家庭、地域を 

巻き込んだ取組に  

至っていない。 

 

 

 

・各学校の第１回地域学校協議会前

に、協議会の役割や提言の実働化

に向けた仕組みづくりについて

説明する 資料を配布する。 

・提言の実働化の中で学校、家庭、

地域の多くの方が主体的に関わ

るような仕組みづくりを進めて

もらう。 

・委員の方が学校、家庭、地域それ

ぞれに活動を周知する機会をつ

くってもらうよう、呼びかけてい

く。 
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学校改築事業の進捗状況について 

 
 本市の学校施設は、築 30 年を超える建物が約 6 割を超えています。児童・生徒の安

全を確保し、多様で新しい学習生活に対応するとともに、地域における学習拠点として

学校施設の整備充実を図るため、改築事業を進めています。 
 まず、学校ごとに平均築年数や老朽校舎の保有割合等から、老朽化が著しい日吉小、

屏水中、篠山小、京町小４校に対し、国の補助要件となる耐力度調査を実施しました。 
 その後、耐力度調査の結果をもとに、老朽度合いの高い、日吉小、屏水中、篠山小、

京町小の順に設計及び改築を進めているところです。 
  

平成 24 年度 4 校の耐力度調査 

 平成 25 年度 日吉小の基本・実施設計（H26 年度へ繰越）、屏水中の基本設計 

 平成 26 年度 屏水中の実施設計、篠山小の基本設計 

 平成 27 年度  日吉小、屏水中の着工、篠山小の実施設計、京町小の基本設計 
 
○日吉小･･･鉄筋コンクリート造４階建（一部鉄骨造） 延床面積 5,951.92 ㎡ 

事業費  1,620,577 千円（継続費） 

○屏水中･･･鉄筋コンクリート造３階建て 延べ床面積 4,501.08 ㎡ 

事業費   1,499,689 千円（継続費） 

○篠山小･･･鉄筋コンクリート造４階建（一部鉄骨造） 延床面積 7,162.67 ㎡ 

○京町小･･･鉄筋コンクリート造４階建（一部鉄骨造） 延床面積約 6,000 ㎡ 

 

 

改築事業スケジュール

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

日吉小

屏水中

篠山小

京町小

基本・実施設計

実施設計

工事

工事

付帯工事耐力度調査

耐力度調査

耐力度調査

耐力度調査

基本設計

実施設計基本設計

基本設計

付帯工事

付帯工事

工事 付帯工事

工事

実施設計

教育委員会資料 
平成 28 年 2 月 22 日 
教育部 学校施設課 



日吉小学校校舎改築工事日吉小学校校舎改築工事日吉小学校校舎改築工事日吉小学校校舎改築工事日吉小学校校舎改築工事日吉小学校校舎改築工事日吉小学校校舎改築工事
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完成後配置図完成後配置図完成後配置図完成後配置図完成後配置図完成後配置図完成後配置図
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報告５－３ 

■ 日吉小学校改築校舎イメージ図 ■ 
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報告５－５ 

■ 屏水中学校改築校舎イメージ図 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

鳥瞰図（南東） 
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報告５－７ 

■ 篠山小学校改築校舎・屋体イメージ図 ■ 
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１　調査の趣旨

２　実施期日

３　実施対象
　　 小学校第１学年～第６学年の通常の教育課程で学習している児童

４　調査の内容・範囲
　(1)　教科に関する調査

　(2)　学習状況等に関する調査

５　実施教科　
　 　国語、算数

６　請負業者
　   (株)図書文化社

７　実施人数

国語 算数
小学校第１学年 2,707 2,707
小学校第２学年 2,645 2,646
小学校第３学年 2,673 2,673
小学校第４学年 2,577 2,578
小学校第５学年 2,587 2,587
小学校第６学年 2,530 2,531

合　計 15,719 15,722

定例教育委員会資料
平成28年2月22日（月）
教育部学校教育課

   平成27年度　久留米市学力・生活実態調査(小学校)の結果

実施学年

　　 本市児童生徒の学力や学習状況を把握・分析することにより、各学校における
   学習指導及び本市教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図るとともに児童
   生徒の学力向上に資する。

平成27年12月21日

　　　学習指導要領に定める指導目標や内容について、目標準拠評価によるペーパー
　　テストによって測定可能な範囲（２学期までの履修内容）についての調査

　　　児童生徒の学習に対する意識や生活習慣の中で、学力に影響があると考えられ
　　る項目に関する質問紙調査

受験者数(人)

報告６－１



８　教科に関する調査結果   

(1)　平均正答率 ※１ (単位％) (2)　到達度 ※３ (単位％)

①　小学校 ①　小学校（関心・意欲・態度除く）

学年 区分 国語 算数 学年 区分 国語 算数
久留米市 77.5 75.5 久留米市 94.0 89.0
全　　国 79.2 78.7 全　　国 94.0 91.0
達成度※2 97.9 95.9 達 成 度 100.0 97.8
ポイント差 -1.7 -3.2 ポイント差 0.0 -2.0
久留米市 75.9 77.8 久留米市 92.0 93.0
全　　国 76.5 78.7 全　　国 92.0 92.0
達 成 度 99.2 98.9 達 成 度 100.0 101.1
ポイント差 -0.6 -0.9 ポイント差 0.0 1.0
久留米市 63.7 75.6 久留米市 81.0 88.0
全　　国 65.8 76.1 全　　国 85.0 88.0
達 成 度 96.8 99.3 達 成 度 95.3 100.0
ポイント差 -2.1 -0.5 ポイント差 -4.0 0.0
久留米市 69.5 68.7 久留米市 90.0 82.0
全　　国 70.0 67.9 全　　国 91.0 81.0
達 成 度 99.3 101.2 達 成 度 98.9 101.2
ポイント差 -0.5 0.8 ポイント差 -1.0 1.0
久留米市 65.6 66.5 久留米市 88.0 78.0
全　　国 66.7 67.9 全　　国 91.0 85.0
達 成 度 98.4 97.9 達 成 度 96.7 91.8
ポイント差 -1.1 -1.4 ポイント差 -3.0 -7.0
久留米市 70.5 65.9 久留米市 90.0 80.0
全　　国 70.5 65.8 全　　国 91.0 80.0
達 成 度 100.0 100.2 達 成 度 98.9 100.0
ポイント差 0.0 0.1 ポイント差 -1.0 0.0

【考察】第2期教育改革プランにおいて掲げている「目標に到達している子どもの割合を全国平
均以上」という目標に、小１国語、小２国語・算数、小３算数、小４算数、小６算数で到達
し、昨年度(小３国語のみ)よりも増加した。平均正答率においては、小４算数、小６国語・算
数で全国平均以上を達成し、昨年度(小６国語のみ)よりも増加するとともに、全国とのポイン
ト差が昨年度よりも改善された。

※１　平均正答率
  問題の難易度に関係なく、全問題数に占め
る正答数を百分率で表したものです。例えば
全問題数が45問あり30問正答していれば、６
６．７％の正答率となります。
※２　達成度
  全国値に対する久留米市の平均値を百分率
であらわしたものです。

※３　到達度
  問題の難易度も加味して、テスト問題作成
者である(株)図書文化社が、ここまで解けれ
ば概ね理解できていると判断できる（小学校
の３段階評価で２・３）児童の割合を百分率
であらわしたものです。

５年

６年

５年

６年

１年

２年

３年

４年

１年

２年

３年

４年
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(1)２年生(Ｈ26　１年からの変容)

(3)４年生(Ｈ26  ３年からの変容)

９　昨年度からの変容（達成度による経年変化）※Ｈ27達成度－Ｈ26達成度

　　(2)３年生(Ｈ26　２年からの変容)

　　(4)５年生(Ｈ26 ４年からの変容)

【考察】平均正答率に関しては、国語で第２・４・５・６学年で、算数ですべての学年で前年度か
ら伸びが見られた。到達度に関しては、国語で第２・６学年で、算数で第２・３・４・６年で前年度
から伸びが見られた。これは、授業において基礎・基本の内容の定着が図られた成果であると
思われる。
   また、放課後学習や補充学習の充実により、昨年度よりも達成度が向上したものと思われ
る。
  今後は、さらなる学力の向上に向けて調査結果の分析や分析結果をふまえた授業改善、家
庭での学習習慣形成などを重点的に進めていきたいと考える。

(5)６年生(Ｈ26　6年からの変容)

２年生の達成度による経年比較
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　例えば、小学校第6学年
    算数において
　　　平均正答率
　　　平成26年度(小５)
        65.4÷67.0×100=97.6
      平成27年度(小６)
        65.9÷65.8×100=100.2
　　　経年比較すると
        100.2－97.6=2.6
　　　ゆえにポイント差2.6の伸びとなる。

国語

算数

国語 算数
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10　アンケートの結果（学習時間）
(1)　平成27年度平日の授業以外の学習時間（塾を含む）

(2)　平日の授業以外の学習時間の経年変化（小学校５年）

【考察】　平日の授業以外で勉強する時間（塾を含む）で、「ほとんどしない」と回答した児童の割
合は、小学校第４学年を除き全国平均と比較して依然として高い。特に、小学校第５学年での開
きが大きく、引き続き、家庭学習習慣の定着に向けて保護者啓発を、さらに行う必要がある。

Ｈ27調査
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(3)　①自尊感情（自分のことが好きである）

　　②自尊感情（自分は友だちから認められている）

【考察】　肯定的に回答する児童生徒が、小学校４学年以上で全国平均を上回っている。一方、
小学校第３学年では、肯定的に答えている児童の割合は高いものの、全国平均と比較すると、少
し低い結果となった。

【考察】　肯定的に回答した児童は、小学校第４学年と第５学年において全国平均を上回ってい
る。本グラフ中には示されていないが、昨年度から、小学校第４学年では１．６ポイントの向上が
見られたものの、第３学年では１．３ポイント、第５学年では０．７ポイント、第６学年では４．６ポイ
ントの減少が見られた。さらに、教育活動において互いのよさを賞賛し合う活動を意識して取り入
れていくことが必要である。

Ｈ27調査
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14.8

13.1

11.1

10.8

8.7

13.5

14.5

21.4

21.6

25.0

32.2

32.5

45.2

35.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小６全国

小６久留米

小５全国

小５久留米

小４全国

小４久留米

小３全国

小３久留米
１ とてもあ
てはまる

２ まああて
はまる

３ あまりあ
てはまらな
い

４ まったく
あてはまら
ない

Ｈ27調査

22.7

22.9

21.8

24.4

53.5

49.2

51.5

49.2

52

46.1

47.3

42.8

19.6

22.6

20.4

20.3

20.3

19

12.8

18.7

4.2

5.3

6.3

6

5.8

5.6

4.8

7.3

21.9

29.2

35.1

31.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小６全国

小６久留米

小５全国

小５久留米

小４全国

小４久留米

小３全国

小３久留米
１ とてもそ
う思う

２ 少しそう
思う

３ あまり
そう思わ
ない

４ まったく
そう思わ
ない
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(4)　①生活習慣（朝食摂取）

  　②生活習慣（学校のきまりを守っている）

【考察】　肯定的に回答する児童生徒が、小学校４学年と第５学年で全国平均を上回っており、い
ずれの学年でも80％を超えている。全体でも小学校第３学年と第４学年で昨年度より改善が見ら
れ、それぞれ０．９ポイント、４．９ポイントのびている。

【考察】　朝食を「全く食べない」と回答した児童の割合は、昨年度と比較して小学校第４学年で減
少しているが、それ以外の学年では増加傾向にある。また、すべての学年で全国平均を上回って
いる。就寝、起床時刻などの家庭での生活リズムを整え、朝食摂取率を高めていくために、学級
活動などでの児童への指導及び学校や地域学校協議会を通じた保護者啓発を行う必要がある。

H27調査

88.3

82

86.2

81.5

90.9

82.1

88.3

81.4

8.3

10.4

9.2

12.1

6.1

11.3

7.8

11.1

2.4

4.8

3.5

4.6

2.3

4.8

2.9

4.8

1

2.6

1.1

1.8

0.7

1.8

1

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小６全国

小６久留米

小５全国

小５久留米

小４全国

小４久留米

小３全国

小３久留米 １ いつも食
べている

２ だいたい
食べている

３ あまり食
べない

４ まったく
食べない

H27調査

22.5

28.6

23.3

27.6

31.3

42.4

35.1

53.9

59.1

51.5

58.2

56

54.7

46.1

50.3

29 14.3

15.1

15.3

15.3

14.8

11.6

9.2

12.1

2.8

3.2

4.6

3.1

1.6

2.3

2.3

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小６全国

小６久留米

小５全国

小５久留米

小４全国

小４久留米

小３全国

小３久留米

１ とてもあ
てはまる

２ まああて
はまる

３ あまりあ
てはまらな
い

４ まったく
あてはまら
ない
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１１　学力向上のための取組
(1)　教科に関する調査について

(2)　生活実態に関するアンケート結果について（学習時間）

(3)　今後の方策について

ア「久留米市学力実態調査の結果についてのお知らせ」（保護者用チラシ、
　小学校版・中学校版）を作成し配布する。

②つまずきのある子どもへの補充の指導

　学力向上研修会において、効果的な取組について広報を行うと共に、学力
の保障と向上に掛かる資料の作成・配布を行い、取組事例について各学校で
生かすよう指導する。

イ　家庭学習習慣の定着に向けて保護者啓発を行うと共に、家庭学習につな
　げるような学習習慣定着支援事業の在り方について各学校に情報提供を行
　い、家庭学習の充実を図るよう指導する。

　習熟度別による授業の充実を図ると共に、調査結果を基に３学期中にフォ
ローアップを図るためのアシストシート（補充プリント）を活用するよう指
導する。

③全国学力・学習状況調査に向けての指導
　学年末休業中（春休み）に、各学年の学習内容を振り返りその定着を図る
ために、※算数・数学の問題集等を配布し、その活用を促す。

④家庭学習習慣の充実に向けての指導

※　過去の全国学力調査問題を活用し、北筑後教育事務所及び久留米市教育
　委員会で作成したもの

①  各学校で「学校プランの年間推進計画」を作成し、学力向上に特化した研
  修会を設定するなど、学力向上プランのPDCAサイクル化の徹底を図った。

② 各学校で言語活動の充実などの授業改善を行った。

③  昨年度の調査結果を基に、アシストシート（補充プリント）の活用の徹底
  を図った。

①学校の取組についての指導

④　学習習慣定着支援事業（学生ボランティア派遣）や家庭学習の習慣定着に
　向けて、各学校における宿題の徹底や自学ノートの取組等を行った。

①「学校版家庭学習の手引き」の発行、保護者会等で保護者への直接の啓発、
　宿題強化週間の取組、自学ノートの工夫など、家庭学習の時間・仕方・内容
　などを継続的に指導した。

②　主として放課後学習等に取り組むことができるように、学習習慣定着支援
  事業（学生ボランティア派遣）の推進を図った。

⑥　調査実施前に、学力に課題が見られる学校を指導主事が訪問し、学力の分
　析の仕方、改善に向けた取組についての指導・助言を行った。

⑤　教育委員会主催で、各校の管理職・学力向上担当者を対象にした学力向上
　会を実施し、本市における学力の分析結果と学力向上に掛かる効果的な取組
　事例を紹介した。
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